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令和元年（2019 年）６月紀北町議会定例会会議録 

第 ３ 号 
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13番    家崎仁行        14番    東  清剛 

15番    平野隆久        16番    中津畑正量 
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なし 
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（午前 ９時 30分） 

 

 

東清剛議長 

 皆さん、おはようございます。 

定刻になりましたので、これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は 16名であり、定足数に達しております。 

      

 

東清剛議長 

 本日の日程については、お手元に配付しました議事日程表のとおりであります。 

 なお、朗読は省略させていただきますので、ご了承ください。 

それでは、日程にしたがい議事に入ります。 

  

 

                  日程第１ 

 

東清剛議長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第 126条の規定により、本日の会議録署名議員に、 

１番  宮地 忍君 

２番  田島明良君 

のご両名をご指名いたします。 

 

 

日程第２ 

 

東清剛議長 

 次に、日程第２ 一般質問を行います。 

 本日の質問者は４人といたします。 
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運営については、議員の発言の持ち時間は 30 分以内とし、持ち時間の残りを残時間表示

用のディスプレイ画面で、質問者に対し周知することにいたします。 

質問の方法については、会議規則第 50 条但し書きにより、議員の質問はすべて質問席か

ら行うことを許可します。最初に通告したすべての事項について、質問することも可能であ

りますし、通告した事項について、１項目ずつ質問することも可能であります。 

なお、事前に質問の相手を通告してありますが、一般質問の調整も行われていることと思

いますので、基本的には町長から答弁をいただき、数字的なことや事務の執行状況など、担

当課長等の答弁は最小限にとどめていただき、議事の運営にご協力くださるようお願い申し

上げます。 

東清剛議長 

それでは、２番 田島明良君の発言を許します。 

田島明良君。 

２番 田島明良議員 

皆さんおはようございます。２番、田島明良。令和元年６月町議会定例会一般質問を始め

させていただきます。質問内容は大きく分けて３つあります。１つは国民健康保険の医療費

についてであります。２つ目は馬越峠が東京オリンピックの聖火リレーコースに選ばれたこ

とについてです。３つ目は尾鷲総合病院の広域医療体制についてです。 

それでは、１番目の国民健康保険の医療費についてお伺いいたします。 

まず紀北町の医療費は県下 29 市町で一番高額であります。資料をご覧になってください。

平成 25年度から 29年度まで５年連続１位となっており継続中であります。さてそれを抑え

るためにさまざまな行動を行っていると思いますが、具体的に何があるか質問をさせてもら

います。町長のほうからよろしくお願いいたします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

皆さんおはようございます。それでは田島議員のご質問にお答えをさせていただきます。

国民健康保険の医療費についてのご質問にお答えさせていただきます。紀北町国民健康保険

の一人当たりの医療費の現状といたしましては、平成24年から平成29年度まで三重県内で一

番高い状態が続いているところでございます。 

具体的な活動といたしましては、医療費の抑制・健康維持のために、生活習慣病に着目し、
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40歳から74歳の生活習慣病の予防のため紀北町国民健康保険加入者を対象に、メタボリック

シンドロームに着目した特定健診を平成24年度から無料で実施しております。 

また第２次総合計画の重点プロジェクトに定めました健康増進、生涯現役のまちづくりプ

ロジェクトに向けまして、国民健康保険担当課の住民課は庁舎内で福祉保健課、生涯学習課

等と連携を図りながら、みんなでいこか！総合けんしんや町民体力テスト等を共同で実施し

ながら特定健康診査や特定保健指導の受診促進活動も行っております。 

特定健康診査、特定保健指導を積極的に推進することにより生活習慣病を早期発見し、重

症化予防や医療費の適正化に向けて努力をしているところでございます。 

紀北町国民健康保険に限らず町全体で健康づくりや医療費を削減していく事業といたしま

して、ちょい減らし＋10運動の推進やきほく活活体操のテレビ啓発、町民体力テストへの参

加や紀北健康センターの利用を促進し、健康の維持や健康の増進に努めていきたいと、その

ように思っております。 

東清剛議長 

田島明良君。 

２番 田島明良議員 

ありがとうございます。さまざまな健康増進とか、そういうものを確かに行っていること

は認めさせていただくんですけども、特定健診の実施率でありますね、この資料の２ページ

のほうに載っておると思うんですけども、紀北町は15位から18位を上下している、そのよう

な感じになっております。また、広報きほく５月号に特定健康診査アンケートの結果につい

てという資料が出ました。それにも同じようなことが書いてあるんですけども、生活習慣病

に対する予防を目指すものであります。40歳から50歳代の方に対して健康特定検査診査の周

知の徹底を行う必要があると思います。 

それでは、次に何故、東紀州地域が上位を占めているか理由はわかっておられるようでし

たらお答えをお願いします。よろしくお願いします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

紀北町の医療費が高い原因でございますが、以前は感染症などの急性疾患が医療の主な対

象でございました。抗生物質などの効果でこれらの疾患は減少いたしておりますが、最近で

はですね、がん、生活習慣病と言われる慢性的な病気が対象となっております。高血圧や心
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筋梗塞などの循環器系の病気や脳卒中などの脳疾患、糖尿病、慢性腎不全、メタボリックシ

ンドローム肥満、慢性肺疾患などが過去に比べて急増しております。以上です。 

東清剛議長 

田島明良君。 

２番 田島明良議員 

ありがとうございます。私も同じような考えなんですけども、やっぱり食事面からどうし

ても塩分の取り過ぎとか、そういう方面から重い病気になっていくんじゃないかなという、

私はそういう可能性があるんじゃないかなという思いでおります。 

また、次の質問に入ります。私の提案なんですけども、高齢者にモニターになっていただ

き追跡調査等は可能ですか。私の提案ですけども、町内の病院とか医院とタイアップして、

食事面のほうを考えてもらうようなことはいかがですか、ご質問させてもらいます。よろし

くお願いします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

特に国民健康保険はですね、いろいろなことで町が関わっておりますので、そういった

方々を対象に随時モニターしてですね、追跡調査をしていくということは大変有効ではある

と思います。今ですね、紀北町には特定健診を受けていただいて、それから特定保健指導と

いうものをやっておりまして、毎年受けていただいた方はですね、指導しながらやってます

んで、一定のモニター効果はあると思いますが、一歩進んだ高齢者モニター化というのも大

変重要ではないかと思っております。ちょっと一例なんですけども、少しモニター的な事業

をですね、お話させていただいていいですか。 

まずですね、モニターっていろいろ調査を行っておりまして、平成28年度の集団健診にお

きまして、順天堂の櫻井教授の研究チームと共同でですね、ロコモ度チェックと題しまして、

若者健診、特定健診の受診者に対しまして、協力を促して258名の方が調査に協力いただき

ました。調査内容としては骨密度、立ち上がりのチェック、インボディによる体型チェック、

握力などを測りまして、健診の結果と合わせ隠れ肥満などの項目について、研究を行いまし

た。これは私も参加させていただきました。 

隠れ肥満の方は健康に影響があるという研究でございまして、その研究が大学で認められ

まして、今年度においてもいこか健診で順天堂大学の皆さんと共同で、年代別の隠れ肥満度
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の調査を行う予定でございます。 

それとですね、歩いてお得ウォーキングモニターと題しまして、28年度に広報で参加者を

募り特定健診を受診していただいた13名の方に参加していただきました。内容といたしまし

ては、３カ月間の間、１週間に４回から５回、約30分歩いてもらいまして、その後で血液検

査等をして前後の数値を比較させていただきました。特に大きな変化は見られませんでした

が、期間も短かくって運動だけだったもんですからね、しかし血圧や中性脂肪などが下がっ

ている方も見られたところでございます。これプラス食事制限をしていただければありがた

いのかなと思っております。 

東清剛議長 

田島明良君。 

２番 田島明良議員 

ありがとうございます。先ほども申し上げたと思うんですけども、運動面もさることなが

ら食事療法のほうにもうちょっと力を入れたらよろしいかと私は思うんですけども、その辺

を一つよろしくお願いします。 

次に、保険料の賦課金のほうなんですけども、国保の賦課金のほう、紀北町のことを平成

18年から賦課金の算定方法が変更されてないということなんですけども、そちらのほうちょ

っと説明をお願いできますか。 

東清剛議長 

担当課のほうから説明いたさせます。 

尾上壽一町長 

上村住民課長。 

上村毅住民課長 

国民健康保険の保険料率におきましては、合併後以来変わっておりません。今の医療費分、

後期支援分、介護分に変わってからも平成24年度からも保険料率のほうは変わってない状態

となっております。 

東清剛議長 

田島明良君。 

２番 田島明良議員 

すいません。具体的に金額とかパーセントがわかるようでしたらお願いします。 

東清剛議長 
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上村住民課長。 

上村毅住民課長 

紀北町国民健康保険の保険料率のほうになります。今、所得のほうの国民健康保険に関し

ましては４方式で保険料のほうを賦課させていただいております。その中の所得割のほうが

8.72、資産割のほうが96.10、均等割のほうが３万8,480円、平等割のほうが２万7,870円と

いう形で、国民健康保険加入者の世帯に向けて賦課をさせていただいている状態となります。 

東清剛議長 

田島明良君。 

２番 田島明良議員 

ありがとうございます。この保険料は合併以来変わっていないということですもんで、29

市町で23位となっておるはずですね。それでですね、その４つの計算方法、所得割、資産割、

均等割、平等割、これは各自治体によって算出方法が全然違うんですよね。一番私が注目し

ているのは資産割が０になっている自治体が多いんです、北部のほうは、四日市とか津は。

それで、私びっくりしたんですけども調べているうちに、南部の熊野市が今年度から資産割

を０にしたんです。これ非常に注目したいと思います。また、統一化に向けて全県で動いて

いるということをお聞きしとるんですけども、その辺を課長ちょっと説明をお願いできます

か。 

東清剛議長 

上村住民課長。 

上村毅住民課長 

まず先ほどの議員の中での確認をさせていただきます。熊野市のほうなんですが、先日ち

ょっとお話をする機会がございまして、課税方式のことをお尋ねさせていただいた時には、

令和元年度からの３方式の変更はされないというふうに伺っております。 

県内の状況になりますが、全県的になりますが、平成27年度の５月に国民健康保険の法改

正がございまして、平成30年度から都道府県が財政の運営の中心を担うような形になってお

ります。それに向けまして県から保険料率が示されまして、それに伴いまして各全県下の保

険料率賦課の方式の統一に今動いている状態になっております。近隣の県におきましては、

令和６年から近隣では大阪、奈良を含めましたあと４県が県下の統一をめざしております。

それに引き続いて岐阜県、滋賀県のほか２県が県内の賦課方式の統一に動く予定で進んでい

るというふうに伺っておりますが、三重県はこれからというふうな状態になっております。
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以上です。 

東清剛議長 

田島明良君。 

２番 田島明良議員 

ありがとうございます。三重県もそれに近隣府県にならって、当然動いてくることを願っ

ております。 

次の質問に入らせてもらいます。 

次の大きな２番、３番は、11日の定例会初日に町長が冒頭で行政報告がありましたが、さ

らに詳しくお伺いいたします。２番の馬越峠が東京オリンピックの聖火リレーコースに選ば

れました。馬越峠は世界遺産熊野古道の象徴でもあると思います。またとない宣伝効果があ

ると思います。来客数が減少傾向にあることを思うと、これを機会に来客数の回復を願うば

かりであります。日程のほか募集人員がわかれば説明していただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

オリンピックのお話をいただきました。先ほどの田島議員ね、国保の料金の話をされまし

た。23位と言われたんでそのとおりなんです。でも安いほうからですと７位というような感

じで、基本的には一番医療費は高いけれど、今、安いほうから７位で保っていただいておる。

これは努力者支援とか国保の制度等の関係がございまして、そういったもので統一化がなっ

た時にどのように動いていくかということはございますが、今はそういう制度上の手当をし

ていただいて、安いほうから７位という位置づけでございますので、よろしくお願い申し上

げます。 

まず聖火リレーのことについてお話をさせていただきます。 

６月１日に組織委員会から発表されましたとおり東京オリンピック聖火リレーの日程につ

きましては、2020年３月26日に福島県を出発いたしまして、日本全国を121日間で回ります。

７月24日に東京都に到着となっております。そのうち４月８日、９日の２日間で三重県を通

過し、２日目の４月９日に紀北町の馬越峠を通るということになっております。 

募集人員についての詳しい情報はございませんが、１日当たりのランナーは80人から90人、

走行距離は一人200ｍほどと伺っております。募集は公募によりまして東京に2020オリンピ
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ック聖火リレースポンサー企業４社と各都道府県実行委員会が実施をいたしまして、時期に

つきましては日本コカコーラ株式会社が６月17日から、トヨタ自動車株式会社、日本生命相

互会社、日本電信電話株式会社が６月24日から、各都道府県実行委員会が７月１日からそれ

ぞれ８月31日の間に応募が可能で、聖火ランナーの発表につきましては、2019年12月以降と

伺っているところでございます。 

東清剛議長 

田島明良君。 

２番 田島明良議員 

ありがとうございます。このリレーの募集は一般公募ですけども、あらゆる手段で紀北町

宣伝活動をしていただきたいと思います。また熊野古道の保全活動に関係している人たちに

とっては励みになると思いますので、メッセージ、紀北町のホームページでも６月13日付け

で出ておることを承知しております。また、テレビ放送、テレビ番組ふるさと紀北町なんか

も取り上げていただければ幸いだと思います。 

先ほど町長、スポンサー企業は既に募集を開始している企業もあるということで、三重県

は７月１日募集開始と伺っております。 

そういうことで次に、尾鷲総合病院の広域医療体制について質問に入ります。３月議会で

も私質問いたしました。また昨日、近澤議員も質問しましたが、再度お願いいたします。ま

ず６月５日尾鷲市長より広域医療体制について正式に申し入れを、紀北町に行ったと尾鷲市

議会で報告がありました。尾鷲市長は経営状況について、ご理解をいただきたく説明を始め

させていただいておりますと述べております。そこで町長にお伺いしますけども、昨日もお

答えされたと思うんですけども、もう一度具体的な説明をお願いいたします。よろしくお願

いします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

田島議員がですね、熊野古道に携わるような方たちをということがあったんで、ちょっと

そこのところだけご説明させていただきたいと思います。聖火ランナーになりたいと思われ

ることが自ら応募するというのがですね、この聖火ランナーの形式となっております。それ

で町からの推薦枠というものがですね、残念ながらないんです。申し訳ございません。それ

で応募できる方の主な要件につきましては、2008年４月１日以前に生まれた方となっており
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まして、国籍・性別は問いませんが個々でですね、走行を希望する各都道府県に縁のある方

となっておりますんで、我々としてもですね、実行委員会等で選んでいただければありがた

いなと思っているところでございます。またこれを機にですね、熊野古道もしっかりとＰＲ

していきたいなと思います。 

尾鷲病院の広域的な医療に対する協力要請ということなんですが、これ尾鷲市長から人口

減少やというようなさまざまな理由がございまして、病院の厳しい経営状況を踏まえ、尾鷲

病院の経営に一定の関与をいただきたい、そういう旨の要請が４月の中旬にございました。 

そしてですね、その要請の中で前者議員の時はお答えしなかったんですが、尾鷲病院に対

する強い思いをですね、市長が語られたのを記憶に残っております。以上です。 

東清剛議長 

田島明良君。 

２番 田島明良議員 

ありがとうございます。お手元の資料、こちらですね、この３ページ綴りになっている資

料、紀北町の住民が尾鷲病院へ何か資料ないかと聞いたところ、いただいたということで私

の手元に入ってきました。議会でこれを開示してもよろしいという了解を得ましたので、皆

さんにお示ししてあります。詳しいことは私わかりませんけども、収支の状況なんか一番下

のページですね、累積の欠損金が約28億円ですね、平成29年度末でね。このような相当な欠

損金を出しておるわけでございます。こういう状態で尾鷲市長は紀北町にお願いに来られた

と思うんですけども、次にこの広域医療体制という意味がちょっとまだ何かぼやけているよ

うなことですので、果たして尾鷲と紀北町だけなのか、また、それ以外もあり得るのかとい

うこと、５市町でするのか、またそれじゃなくって、また県立病院ってことも考えられなく

もないと思うんですね。その辺を尾鷲市長は広域化ということで述べておりますけども、そ

の広域化というのが尾鷲市長の頭の中はどういうことを描いているのか、町長からの判断で

どのように思われているか、ちょっとお願いいたします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

広域化ということでいろいろなことを想像されると思います。例えばですね、広域連合と

かですね、消防組合、一部事務組合、そういったものが想像されると思うんで、我々といた

しましては広域化という言葉は使っておりません。医療の広域、そういう観点はあるんです
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が、広域化というとそういった直ぐ経営まで統合してやるのかなというイメージが出てしま

いますんで、我々としては今どういう形で尾鷲病院に対して協力できるかということを議論

しておりますので、その経営を同じくしていくということはですね、今の段階では議論して

ない、我々の中ではしておりません。 

ただどういう協力ができるかなというのはですね、今、議論しているところでございます

ので、広域化という言葉はあまり使いたくないなと我々としては思っております。 

東清剛議長 

田島明良君。 

２番 田島明良議員 

広域化というのは尾鷲市長は広域化と述べておるんですね。尾上町長はそう考えたくない

んだな。これから先お話する中で具体化されると思いますんで、これを見守っていきたいと

思います。私この負担割合ですね、この一番上のほうの紀北町は30.3％ですか、負担してい

ると。単なる３割負担すればよい、そんな簡単なものではないと思うんです。先ほど申した

ように累積赤字をどうするのか、これも非常に大事な問題だと思います。これを累積赤字に

ついて、町長もしお答えできるようでしたらお願いいたします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

まず数字的な問題ですけど、企業会計のですね、約30億円そういう表現になっております

が、単年度収支でいかほどかということになると、企業会計上の数字の表し方とちょっと行

政のような単年度収支の表し方は違いますんで、それらも含めてですね、今これらをどう読

み取るかということを今、我々はよく勉強しているところでございますので、そこはご理解

いただきたいなと思います。 

それと紀北町が約30％ということ、これも捉え方の問題でございまして、事業の我々とし

ては30％の方が尾鷲病院にお世話になっています。しかし事業会計といたしましては、30％

のお客様が紀北町から来ていただいておるわけなんですよね。ですから単純にこの30％がこ

れから助成をするにあたっても30％するよとか、そういう問題ではなしに企業努力をしてい

ただいた上で、紀北町として大変厳しい365日救急等やっていただいていますんで、どうい

うところで協力できるかなということを今検討しているところでございますので、30％だか

ら30％出すとか、そういう話ではございません。 
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東清剛議長 

田島明良君。 

２番 田島明良議員 

この尾鷲総合病院については、これから何遍も市長と話し合うべきだと思います。これを

もちまして、私の質問を終わらせてもらいます。ありがとうございました。 

東清剛議長 

これで、田島明良君の質問を終わります。 

 

 

東清剛議長 

 ここで、暫時休憩いたします。10時 15分まで休憩いたします。 

                             （午前  10 時  02 分） 

 

 

東清剛議長 

 それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                             （午前  10 時  15 分） 

 

 

東清剛議長 

次に、10番 瀧本攻君の発言を許します。 

瀧本攻君。 

10番 瀧本攻議員 

瀧本攻。６月の定例会の一般質問をさせていただきます。私は今年の１月にちょっとアク

シデントに見舞われましたので、３月の一般質問できない状態でありましたんで、ちょっと

ピントはずれのことになるかと思いますけども、まず昨年の 12 月にですね、私が一般質問

した点について、チェックという意味が込められておりますので、その辺のところをよろし

くお願いいたします。 

それでは古里温泉のいわゆる問題について、チェックという意味で。町長は私の 12 月の

質問に対して工夫していくと言われました。どういう工夫をなされたのかということをお答
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えいただきたい。 

それから、平成８年２月の開館で平成 31年、令和元年になって 23年も経過しとる。その

中にもただなんていうんですか、工事の改良もなされたと思うんですけども、やはり私この

前言いましたように、健康施設で健康をつくることはできない人をやるには、長生きするに

はいわゆる多浴ということがありますね。風呂にたくさん入ると、特に温泉に入るというこ

とは非常に効用があるということは、先人の賢者からも言われております。 

それから、もう１点、交流人口 200 万人というふうに町長はおっしゃってますけども、ど

このいわゆるなんていうんですか、データでもってお示しをお答えになったのか。それでま

た交流人口 200 万人来ておれば当然それに対する経済効果があるわけですね。その経済効果

についてもちょっとお伺いしたいと思いますので、ご答弁のほどよろしくお願いします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

まず古里温泉のお話でございます。答弁をさせていただきます。議員おっしゃったように

平成８年４月にオープンさせていただきまして、23年間経過しているところでございます。

議員、12月もですね、ご指摘いただいてもっとしっかりやりなさいということなんで、いろ

いろな関連をですね、付けていきたい。先ほどおっしゃっていただいた交流人口200万人、

訪れる人たちをどのような形で古里温泉等に導き入れるかということでございます。 

豊かな海や銚子川、今年15周年を迎えます熊野古道など、紀北町の魅力を統合いたしまし

て、それらに訪れた方々を古里の民宿や古里温泉、それから他のホテルなど利用していただ

けるような具体的な工夫ということで、日々検討を重ねているところでございまして、まず

12月にお答えさせていただいたのが、いろいろとその道の駅等でも啓発していきたい、銚子

川を訪れる方を古里温泉のほうへやってきたいということで、いろいろと考えていきますと

まず答弁させていただきました。 

その中で地元の方にもということで、４月１日より無料送迎サービスの稼働もさせていた

だいて、駐車場付近の懸垂幕、高いタワーのようなものがございます。あれの改修も今年度

予算を認めていただきましたし、積極的にやるということでは銚子川の各駐車場とか、道の

駅、そういったところに古里温泉をもっともっと今まであまりＰＲ的なものは、パンフなん

かには載っているんですが、訪れた人が直ぐ目につくようなところにはございませんでした。

これ事実でございますので、今年度はそういう工夫もやっていきたいなと思いますし、ちょ
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っと予算の看板等で必要が出てくれば、また補正予算等もお願いしなければいけないなと思

っております。そういう意味では議員おっしゃるように少し手を打つのが遅いというような

ところもございます。 

議員のおっしゃるようにまず住民の皆さんが健康センターへ行ったり、運動ができる人は

いいんですが、やはり健康、心のストレスをとったりという意味では、温泉の効果は大変あ

るものだと思っております。そういう中でそういう高齢者に向けてですね、無料サービス等

もやってできればそこでリフレッシュして、人とお話をしていただきたいなというようなこ

ともやっているところでございます。 

交流人口のほうはですね、マンボウそれから道の駅海山、それから始神テラス、これらの

プラスすることによりまして、熊野古道とかそういったものの県の統計等も入れまして、交

流人口200万人が一応達成されたと。それをですね、銚子川等に訪れる方たちはカウントに

は入っておりませんが、そういうことで達成された人たちを、いろいろと町内のほうに引き

入れて、そこで経済効果を発揮するのが我々の１つのやり方ではないかと思っております。 

東清剛議長 

瀧本攻君。 

10番 瀧本攻議員 

ある程度資本を入れてですね、あの温泉が結局銚子川の方だとか、合宿の方が来るとです

ね、十数人入ってくるとですね、館内が響いてですね、非常にストレスが溜まるような状況

にもなっておるわけですね。だからその辺も工夫していただいて、極端な話ですけども、私

ども去年ですね、高浜市を視察に行きました。その市が大和ハウスにリースで借りておるん

で、30年でね。高浜市の庁舎をね、30億円ぐらいやったかな。それでいわゆる議場がですね、

動くようになっとるわけですね。そしてその議場が動いてその議場の中で、いろんな会議も

できると、こういうものが引っついていますからね。だからお金がない、ないってもリース

も今安いですから、リースでやるのも１つの方法かなと私は。昨日たまたま、今テレビがい

いんでね、僕が12月の定例会の一般質問を僕は見てましたんですわ、昨日の夜に８時頃。そ

れでもう10時過ぎに寝たら地震が起こった、地震と津波がね。町長は前向きにやっていただ

くということで再確認ですけども、そういうことでよろしいでしょうか、ご答弁をお願いし

ます。 

東清剛議長 

尾上町長。 
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尾上壽一町長 

今、議員もおっしゃっていただいたように、スポーツ合宿等も来ていただいた時の古里民

宿の外湯という位置づけが大変大きなことになっておりまして、あの温泉があることによっ

て、古里民宿村がですね、グレードが少しでも上がればと思っているところでございます。

そういった意味で先ほど一度平成８年から令和元年までの間に、一度露天風呂をとって改修

したというような経緯がございます。 

以前銚子川の時に温泉の事業者等に確認した時には、やっぱり７年とかやっぱり10年にリ

ニューアルしないと、どうしてもお客様が減ってしまうよという老朽化とか、いろいろ汚れ

も目立ってきますし、お話も伺ったのも事実でございます。今まではですね、ソフト面の答

弁しかできませんでしたが、そういった部分のリニューアルもし、時期的にいえばリニュー

アルの時期にもきているのかなと思いますので、そういったことも含めてですね、今度古里

温泉が観光客もそうなんですけども、地元の人たちがゆっくりつかれるようなシステムを考

えるのも、１つではないかと思いますので、今年度そういうことも踏まえて検討させていた

だきたいと思いますので、ご理解を願います。 

東清剛議長 

瀧本攻君。 

10番 瀧本攻議員 

やはりリニューアルすることよってですね、お客が来るわけですね。桁違いですけども、

東京ディズニーランド、大阪のユニバーサル、これなんかもディズニーランドなんかどうで

すか、５年間ぐらいに500億円ぐらいですね、投資してやっていますね。僕ははじめ行った

時にはあそこ野原でした。今はなんかホテルも建ってですね、僕はああいう施設はあんまり

いっても中は行きませんけどもね、ユニバーサルも行ったけども、だからやはり時代に、な

んていうんですか適応したリニューアルをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

それでは古里温泉についての質問を終わります。 

次に地域おこし協力隊に関する、いわゆるチェックですね。私は東京へ行っているわけで

すから、東京の方は実際に島勝大敷で、私と同級生の方やったな、東京都庁へ勤めておって

定年になって、それのいわゆる社長ですか、共同大敷の社長になって６年ぐらい通ってまし

た。いろんな問題があってやっぱりそういう人が来てですね、うまいこといったということ

もあります。 
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だからこれ東芝の西田君はいわゆる不幸にして亡くなられたけども、彼の友だちの浦田君

は今でも相賀に自分の自宅があります。同級生ですからね。浦田君と西田君は非常に友だち

でした。だから中学校の時は同じバスケット部だった、僕も一緒だったんですけども、だか

ら私の言いたいのはですね、その方も高齢なことは事実です。だけどそのお子さんがおりま

す。だからお子さんにアプローチしてですね、お子さんが、それに東京都内に友だちもおり

ますね、いろんな地方からおります。クラスター事業やないですけども、その枝葉を増やす

ことができないのかなと。 

それでそういうお父さんは高齢になっとるけども、お子さんはお父さんのことを聞いてお

りますわ、今までね。だからそういう点をですね、やはり町としても絆があるわけですから、

そういうアプローチするね、ランダムにいくのも結構やけども、そういうのも１つの手かな

と思って私は東京海山会の活用、大阪紀北会の活用、それから名古屋の活用、そういうこと

もやはり彼らに投げかけてやればですね、私以前海山町の時に亡くなられた辰巳町長がです

ね、僕らを５人連れていったことがあるんですわ。そうしたら昭和８年ぐらいの生まれの人

がおってですね、非常に熱心に語ってくれました。 

それに村島さんという方がおって、陸連の理事でですね、伊勢神宮から花の窟までマラソ

ンのコースをつくれというようなことも提言をいただきました。だけど町はそれはようしま

せんでした。それはそうですわな、その各通る自治体のね、了解もいるし、だけど村島さん

が非常にそういう力を持っておったと。今はもう結局、熱田神宮から伊勢神宮への結局駅伝

がありますね、そういうこともありますので成功事例としてですね、１つその辺については

町長はどういうお考えでおるのかご答弁をお願いします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

地域おこし協力隊ということで、こちらのほうにですね、いろいろな地域おこし協力隊と

か、いろいろＩターン等のご提言だと思っております。その中で地域おこし協力隊にはです

ね、東京や大阪、名古屋のほうにアプローチしていただいております。そのアプローチして

いただいている方もですね、自分の体験等をいろいろとお話をしていただいて、施策にもい

ろいろと提言をしていただいております。そういった中で町長はもっと汗を流しなさいとい

うご提案、ご提言だと思います。 

私、毎年尾鷲高校同窓会の東京支部総会に出席をさせていただいております。そういった
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中でふるさと納税は大変多くコマーシャルしています。いろいろパンフも持っていって、挨

拶の時もふるさと納税をよろしくねという個々の移住の部分が、今まで現実にはお話し合い

してなかった部分がございます。 

ですから事務局長がですね、引本出身で同級生なんです。そういうこともありますので、

これからはですね、移住についての情報も一緒に持って、ふるさと納税とともに持っていっ

て、ご挨拶５分程度なんですけど、その時もですね、しっかりとＰＲしてですね、子どもさ

んお孫さんで俺の故郷へ行く子はおらんかなというような思いになるようなプレゼンのよう

な挨拶をさせていただきたいなと思いますし、また懇親会の中でもそういうお話をさせてい

ただきたいと思います。 

東清剛議長 

瀧本攻君。 

10番 瀧本攻議員 

もう１点、私このことを副町長に12月にお渡ししましたね、たまたま視察先が奈義町と一

応決まっております、岡山のね。ここは生涯活躍のまちづくりをやっておるわけですね。そ

れが16自治体がやっておると。そのまち・ひと・しごと2014年ですか、2014年にまち・ひ

と・しごと創生ということで、町長この本は持ってみえるでしょう、国会使覧。これ高いけ

どね、2,700円やけどね、やっぱりこれはやっぱりお持ちになったほうが私はいいと思う。

私ここに電話しました。これ内閣府のですね、まち・ひと・しごと創生本部事務局ですね、

だけど私と会話した人はこれには載っていません、課長以上ですから。内閣府にはおそらく

何千人におるかな。3,000人ともいえるし、5,000人ともいえるし、内閣府はですね、膨大な

ものになっとる。たまたま私が電話したらですね、あなたさんキャリアなんですかって聞い

たらですね、いや違いますっていうんです。どういう位置づけにおるんですかいう、名前は

知念っていう方ですけどね、私はこの人と東京で行ったらアポイントとったら会えると、そ

れがですね、山梨県の都留市から出向しとるんですね。 

山梨県いうたらですね、俗にいうたらファナック県って言われてとるんですね。ロボット

のファナック、そういうことがございますので、課長さんあたりもこういうことのやっぱり

県が介在するもんで難しいとこがあると思うんやけども、サンドイッチにしてですね、県を

サンドイッチにしてお金を、やっぱり人は対面ですればですね、いろんなことを一生懸命や

っとる町は町としてですね、やってくれると思うんですわ。その辺のところも１つよろしく

お願いいたします。 
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それでは３番目の住宅リフォーム補助金について、488万円が第１回、２回目は500何十万

やったかな、それで30年度でピタッと千万に合わせてきとるわけです。だけどくじ引きはあ

かんですよ、町長。それで間に合わんだらですね、今回でも後で議案あげてくるわけですか

ら、議運をちゃちゃっと開いてね、300万円や500万円ぐらいやでパンとあげてですね、それ

でだいたいみとると40歳から50歳、60歳の人が使とるわけですね。それでこの前も繰り越し

は駄目ですよというたけども、そういう非常事態ね台風のね、業者が結局自宅やとか工場を

直すのに竜巻やったんやってね、そういうこともありますもんで、要綱をですね、ちょっと

課長にどういうものが該当しないのか、どんなものが該当するのか、それで要綱にですね、

町長が判断する時はこういうべきでないという要綱も加えやんとですね、それはフレキシブ

ルにですね、住民に対応できんですよ。それで当選漏れした人はですね、見積りもとってし

とるわけですから、それでやられたですね、これはもう全部受けるぐらいの覚悟でやるべき

だと私は思うんですが、それでそれはお金要らんわけですからね、町長、それで水谷財政課

長、12億何千万使えんということ言うたけども、別に12億4,000万円ぐらい溜まっとるでし

ょう。あれはなんとせんと使えんって答弁されたこの前ね。それに対するちょっとお答えと

地域振興基金、それから今のことと、企画課長ちょっと今年になられたばっかで申し訳ない

けどご答弁をお願いいたします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

まずは大変辛い答弁のようになると思います。前者議員にもお答えさせていただいたよう

に、このリフォーム制度をした時にですね、年に500万円でいこうじゃないかということで、

この制度をさせていただいて、昨年度のですね、この応募の仕方、それから、先着順とかい

ろいろなことがございまして、もうちょっと不公平感が余りにもありすぎるなということで、

９月補正させていただいたんで、基本的にはこれオーバーするのも見越した上でも年間500

万円の予算ということで、これから継続的にやっていきたいなということでございますので、

ご理解いただきたいと申し上げるしかないんですが、要綱については担当課長のほうからお

話をさせていただきますけども、財政課のほうもするんかな、まあそういうことでございま

す。 

東清剛議長 

上ノ坊企画課長。 
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上ノ坊健二企画課長 

紀北町住宅リフォームについての対象外工事について説明させていただきます。対象外工

事、倉庫、車庫、庭、門、塀等の外溝工事、新築、増築、解体工事、エアコン、キッチン設

備、ＩＨヒーター、ガス器具、洗面台、ユニットバス、給湯器、ウォシュレット、便器等の

設備器具、浄化槽設備の工事、シロアリ駆除、ハウスクリーニング、他の補助金の対象工事

（対象となってない箇所の工事は対象）、その他本補助金の目的を達することができないと

町長が認めるものが対象外工事というふうになっておりまして、これら新規に設備等をです

ね、購入する場合は対象外ということでございますけども、それらの設置等にかかる工事費

については対象というふうになっております。また、その他特別町長がですね、認めたもの

というところの部分をですね、こういった要綱を改正していけばいいのではないかというふ

うなご指摘につきましては、検討したいというふうに思っております。以上でございます。 

東清剛議長 

水谷財政課長。 

水谷法夫財政課長 

地域振興基金につきまして答弁させていただきます。地域振興基金につきましては、合併

特例事業債を活用して12億円ほど積立をさせていただいております。こちら当時国の指導で

は元金はそのままを残して利子の部分で運用して、それを事業に活用しなさいということで

あったんですが、それでは何の事業にも充てられないということで、国のほうが償還が終わ

ったものについては事業に充当してもいいですよという方向に変更となりました。 

ただいま元金のほうは返還途中でございますので、現在事業のほうに活用することはでき

ない状況となってございます。以上でございます。 

東清剛議長 

瀧本攻君。 

10番 瀧本攻議員 

町長の答弁で年度で1,000万円というのは、そういう決めがあったら非常にまずいね。や

っぱり2,000万円ぐらいしてですね、それでもっと近江八幡なんかもっとすごかったですよ。

それが何故かというとその工事そのものについては、実際の下請けじゃないわけですね。そ

れで価格も定価でくるわけですから経済が潤います、経済効果があります。普通の民間やっ

たら３割引きぐらいで仕入れできるんですわ。だけども、これは定価やないと町としては困

るやろと思うもんでね、そういうことを保険制度もそうですよ、保険のおりてくるのも最大
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に下りたのは定価できますんでね。 

それと使えないいうても５億何千万の資金もあるけども、それやったら別に2,000万円や

ったら2,000万円借りたらええやないか。今、金利が低いんやで、これどんどん、どんどん

金利低くなりますよ、これ。世界経済はですね、いわゆる経済戦争を起こしておるわけで、

欲望無き資本主義と言われておるわけやで、だから昨日のですか、ダウが300ドルぐらい上

がって空前絶後です。アメリカはバブル時代を呈しておるというふうなことであるので、だ

からもういわゆるＦＲＢのあれももう金利を下げるということになっとるんで、大きなこと

を言って申し訳ないですけども、やはりそういう方法もとれるんじゃないかと、いろんな方

法があると思うんです。 

それで結局ですね、これあれでしょう、一番お金をあれしとるのは資料もらったら、40代、

60代、70代が、特に70以上はですね、53％なんですね。お金としてはですね、一番多いのは

20万円から50万円が一番多いんですけども、これ100万円以上も14％もあるわけですよ。ち

ょっとケチつけて申し訳ないですけども、庭も結局いわゆるやすらぎの場ですね、私は40年

ほど前にある会に入っておりまして、時のキャバレー王の福富太郎が日本の家は家だけやと、

家庭って箱やないかと、庭があってこそ家庭やということを彼はおっしゃった。その庭は結

局人に自慢するもんじゃないんですよね。そこに今は車庫に変わってとるとこが多いですけ

ども、そういうことを考えてですね、まずもってやる増額できるかどうか、町長、それは不

公平ですわ、これはくじ引きでは。住民の目線っていっとるわけやで、全部がエントリーし

てですね、それが採用できるようにすることはですね、財政事情でこんなもの１億とんでっ

たってうちはどうもない、こんなもん。 

それの経済効果が出るわけやから、どうですかその辺。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

これは申し訳ないとしか言いようがない。政策として500万円で継続的にやっていくとい

う考え方でございますのでわかりますよ、明らかに500万円でも3,000万円の経済効果は出て

いますんで、それは十分わかるんですがいろいろ全体的な町政全体から考えて、ここに500

万円入れていきましょうねということなんで、ご理解しお願いしますしかないと思います。 

東清剛議長 

瀧本攻君。 
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10番 瀧本攻議員 

町長それでは答弁になってないね、500万円に決めた根拠はどこにあるんですか。500万円

しかできないという根拠は。あのね、私、課長さん、課長代理ものすごい何ていうんですか

知恵持っています。この人らをですね、もう羽ばたくようにわくわくするような町にせんと

ですね、それは良くならんですよ。500万円の根拠はどこにあるんですか、それちょっとお

答えいただきたいと思います。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

特にはございませんが、これをバランス的に私の政治的判断で500万円とさせていただき

ました。 

東清剛議長 

瀧本攻君。 

10番 瀧本攻議員 

二元代表制ですから大統領と同じやで、大統領が決めたらそれに対してですね、がんがん

言うことできへんでね。500万円いろいろ意見を聞いてですね、考えが変われることを期待

して私はこの３番の質問を終わらせていただきます。 

冒頭に申し上げましたとおり３月の一般質問ができなかったので、まあまあ令和になって

令和元年のあの時はまだ令和になってなかったと思うんですけども、地方創生及び町をどの

ようにするのか私はわからない。それで健康に重点を置いた、これは結構なことですけども

ね、施策が多い。だけども先ほどなんていうんですか、健康保険の問題だとかいろんな負担

の問題出てました。だけどこれは経済を良くせんとですね、経済を良くして企業起こしをし

て、その企業を起こした人は社会保険、厚生年金に入ればですね、国民健康保険はぐさっと

下がるわ。それで若者も残る。このままいったらですね、若者は残らんですよ。私は前回も

言いましたけども、活力ある産業ですか、の時にトップセミナーでいった時に、これはお医

者さんのセミナーでですね、20代、30代の女性が残らん三重県で一番のトップはいわゆるな

んていうんですか、紀北町だということをこれはっきり言いました今。産業医科大学医学部

公衆衛生教授、松田晋也さん、この方が言ったんですよ。都ホテルで都ホテルの会場でね、

おっしゃったんですよ、それは私は複数聞いていますこれは。尾鷲の市議会議員もきてまし

た、他の南の市町村の議員もきてました。この人は自分で統計とってそうおっしゃったわけ
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ですよ。 

この時に石田さんも来ておった、それから今の英敬知事も来ておった。だからどういうふ

うな産業起こしをするのかというのは私はこの前も言うたように、やる気のある人に真水で

お金を与えてですね、すればいいというように言ったわけです。その辺について、それは大

変だろうと思うよ、失敗したら町長はつつかれるで、その辺のところをせんとですね、この

町はですね、老人の町になって終いには限界集落になっていて、どないもならんようになっ

ていく。町長どうですかその辺の真水でやらないかん。この前もあるはいだで尾鷲工業を出

た人が渡利カキのところでプランクトンをするのに吊るしてくれんかって来てましたわ、２

カ月前ね。それを前の尾鷲の議長が連れてきたんですけどもね、それでそれは吊るすように

なりました、カキのとこへね。いわゆる山の養土分ですね、フルボ酸鉄を吊るすことになっ

ています。だから真水でやらないかん、商工会やとか漁業組合を通したらビタといかん。そ

うすると真水でもろたらですね、その費用もインセンティブがかかんでですね、努力する。

どうですか、その辺については。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

大変難しいご提案をいただいたかなと思っております。企業起こし、若者が残るような町

ということは大変重要なことだと思いますが、真水でお金をということで関してだけお話を

させていただければ行政としては難しいなと思います。 

東清剛議長 

瀧本攻君。 

10番 瀧本攻議員 

難しいというとこはこれは法律には抵触しないでしょう、三重県やってですね、外郭団体

でですね、産業支援センターつくっとるわけや。職業安定所でもですね、過疎地に対して地

域活性事業ありましたけども、出とるけどももう今は三重県は過疎地の中でですね、それを

指定されるのは鳥羽の離島の答志島とですね、坂手島しかないですよ。これをやらなんだら

政府もやっとるじゃないですか。世界中が経済があかんもんでガダガタいうとるわけやこれ。

だから、難民の問題でもそうですよ、もう経済あかんようになってもう帰っていけと、おそ

らくイスラム圏、中東圏やとか、アフリカ圏、それから中南米、だから経済をやっぱり私は

常にとる。経済を良くするために町も応援して業者と一緒にやってやると。そんな背中から
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ね、かぐようなことやったってね、効き目ないですよこれは。それは町長それは勇気のいる

ことです。責任も伴います。その辺についてできないということはないと思うんやけども、

できないんやったらこの町はおそらく崩壊してくね、こんなことしとったら。 

それで私が思うにこのさっき言うた課長さんはですね、そういう考え方お持ちやと思う、

非常に優秀な課長さん、それから代理さんがおる、非常に勉強しとる。それでぱっぱっと答

えてくる。だからこの人らをもうちょっと羽ばたくように、町長のブレーンとして働くよう

にしていただくのが、やっぱり新たな問題だと思うんです。その辺どうですか。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

財政的に我々はいつも厳しい財政の中でというお話をさせていただいております。決して

紀北町はですね、合併があってこのような貯金もできましたが、それらをですね、貯金なん

てもの取崩し出せばあっと言う間です。それらを大事に使いながらやっていかなければいけ

ないと思いますので、我々としては地域それから企業起こし、そういったもので協力できる

ところはですね、どんだけでもさせていただきたいとは思いますが、議員がおっしゃるよう

なところまで飛び込むのは難しいのではないかと思います。 

東清剛議長 

瀧本攻君。 

10番 瀧本攻議員 

それは町長の考え方ですか。ちょっと残念ですね、非常に。そうすると自分のことは自分

でせよと、そういう意味ではなということはない、やはりＩＣＵやないけども、インテンシ

ブ・ケア・ユニットやないけども、やっぱり緊張感を持ってですね、そういう業をする人と

お互いがですね、やるということはですね、それぞれは達成感につなげる、課長さんからそ

のノウハウを持っておるわさ。できないということもこれも大統領制やでね、しょうがない

わ、町長は経済については、見事にそういう１つのスクリーンを通してやなかったらお金は

出さないということやね。どうですか。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

それぞれの産業に対してですね、今でも瀧本議員の言い方ですると、スクリーンを通して
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なんですけども、いろいろ補助金とか、瀧本議員おっしゃるようにですね、今までその言葉

をするとスクリーンを通しながらいろいろ団体とかですね、そういったものを通しながら補

助金は出させていただいているのは現実でございます。だから直接我々の行政がですね、各

企業団体に直接お金を出すということは、国とかの制度のある中で、町がいろいろクラスタ

ー事業も国でしたけども、これはある意味真水みたいな部分がございますよね。それだけの

財政的にですね、こういった事業がある中で町としてどんどんやっていけるだけの財政力は

ございません。財政力指数0.3を切っているような町でございますので、今は貯金を取崩し

ながらその崩し方を少なくしながら、いかにこれを効率良く使うかということが大事だと思

いますんで、そこのところがですね、瀧本議員のような飛び込んでいけないという私ですが、

私の考え方はコツコツコツコツやりながら町はつくっていくもんだという考え方を持ってい

るタイプでございますので、私が町長させていただいている限りはですね、そういったコツ

コツしながらどういう角度からどういうことで業者の皆様や産業について、行政として力を

貸すことができるのか、そういうことを勉強しながらですね、産業の活性化に努めていきた

いそのように思います。 

東清剛議長 

瀧本攻君。 

10番 瀧本攻議員 

町長、反省してほしいと思うな。町長になってからですね、ここに名だたる企業は廃業、

倒産に追い込まれましたね。それはやっぱり行政としてはやっぱり考える必要がある。それ

で物事はですね、一番ええ時が危険なんですよ。一番ええ時が危険なんです。悪なったらも

う下がないんやから考えこみますわ。だからその一番ええ時に次のものに対してチャレンジ

するということが私は大事かと、私の意見ですよ、私は勉強した中でもそうです。一番ええ

時はですね、フワァとしています企業の人らは。遊んでおればええ、私もゴルフやとか麻雀

ばっかしよった、ええ時は銀行つきあいして、銀行。その時にやっぱり次のものの手を打っ

ておかんとですね、もう時代の流れはですね、20年周期で変わっていくんで今はね。シュレ

ーダーの法則やないけども、コンドラチェフの法則はもう50年のあれはちょっと変わってい

った。だからその辺のところをもう一遍執行部あたりと勉強していただいてですね、ちょっ

と町長のですね、変わった姿を見たいですな。答弁よろしいですわ、以上で私の６月定例会

の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

東清剛議長 
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以上で、瀧本攻君の発言を終わります。 

 

 

東清剛議長 

 ここで、暫時休憩いたします。11時 15分まで休憩いたします。 

                             （午前  10 時  59 分） 

 

 

東清剛議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                             （午前  11 時  15 分） 

 

 

東清剛議長 

次に、16番 中津畑正量君の発言を許します。 

中津畑正量君。 

16番 中津畑正量議員 

議長からご指名がありまして、一般質問をさせていただきます。 

中途であがるかもわかりませんけども、１つよろしくお願いいたします。 

１番の町内にある公園について各担当にお聞きしたいと思います。この紀北町の公園管理

というのは、いろんなというか福祉課とか教育委員会は学校の生徒さんなんかも加わってく

るんで、きれいなので今回は省いておきたいと思います。それと建設のその町にある公園、

こういうところについてどういうような管理をされておられるのか、その点を１つ詳しくお

聞きいたします。どういう管理をこれから今までしてきたのか。そういう点で担当の課長に

お伺いをいたします。町長もご答弁ください最初に。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

それでは町内にある公園についてのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。町

が管理する公園につきましては、福祉保健課、建設課、生涯学習課、農林水産課の管理する
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ものがございますが、合わせて31の公園がございます。それらの公園のうち21の公園にはブ

ランコ、滑り台、シーソー、動物遊具等の遊具が86基ございます。 

これらの遊具につきましては、職員が年１回目視による点検を実施したり、福祉保健課の

公園では福祉団体等に点検を依頼したりしており、変形や亀裂、錆び、腐食等を確認いたし

まして、必要に応じて軽微な修繕を実施しているところでございます。また、劣化や腐食が

進み危険な遊具につきましては、使用を禁止するなどの措置をとり修繕や更新等の措置を検

討しております。平成29年度からは地方創生推進交付金を活用した遊具の更新も進めている

ところでございます。今後におきましても、公園遊具につきましては、定期点検を実施し必

要な修繕や更新等を行うことにより、遊具の安全性を確保いたしてまいります。他のところ

につきましては、各担当よりお答えをさせていただきます。 

東清剛議長 

中村福祉保健課長 

中村吉伸福祉保健課長 

福祉保健課の管理の維持管理の方法につきましては、福祉保健課の公園は外部委託により

年12回の管理点検と年１回の草刈りを実施しております。以上でございます。 

東清剛議長 

宮原建設課長。 

宮原俊也建設課長 

建設課管理の公園につきましては、建設課の直営班によりまして草刈りを年２回から３回、

そして樹木について剪定を１回程度ということでしてございます。以上でございます。 

東清剛議長 

井土生涯学習課長。 

井土誠生涯学習課長 

生涯学習課管理の赤羽公園でございますが、公園管理人が適時点検を実施するとともに、

冬場以外は２週間に１度草刈り等植栽の剪定を実施しております。また、本年度赤羽公園の

遊具の業者による点検を予定しております。以上でございます。 

東清剛議長 

上野農林水産課長。 

上野和彦農林水産課長 

農林水産課所管の公園につきましては、２箇所ございまして、うち１箇所は遊具等はござ
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いません。馬瀬農村公園につきましては、課の職員よる見回りを行っているところでござい

ます。以上でございます。 

東清剛議長 

中津畑正量君。 

16番 中津畑正量議員 

私も少し前に全部歩きましたが大変申し訳ないんですが、海山のほうは私もどこにあるの

かというのはわかりにくかって歩けなかったんですが、長島のほうではそれぞれきちっとし

ているところもありますけれど、近くに草を刈っていただいたり、担当の指示でしてくれた

んだと思いますが、草ぼうぼうでこの遊具も随分古びた感じで非常に危険だと。私はこの一

般質問に出したのは１つ小さい３歳前後の子が、親と確かに来とるんですが、親の責任も確

かあるんですが、実際に鉄が破れたりしとるようなこともあります。そういう点で１つ大き

な怪我といわずとも、大変大きな問題になると思います。そういうことでこれからこの福祉

課、建設課、ここら辺はどうしても見回っておられるような気配もないとこもあります。き

ちっとしとるとこも確かにあるんです。あっこが悪いここが悪いとは言いませんけれど、実

際に私は歩いてみて、草は本当に刈らなくてはならないと私自身も本当に思いますが、遊具

については本当に危険な状態、まあ見ていただいて報告があったと思うんですが、そこら辺

は今後のことは町長も言われたように、きちっとブランコにしても滑り台にしても、そうい

うことで多い少ないはありますけれど、これからはきちっとできるんだと思いますが、これ

からやっぱりその周りまわって草刈りからそういうものを見て回るんだということですが、

今まで回ったような感じがないんですが、そういう点ではやっぱりきちっと担当の課長が、

その頼んである現業職の人とか、また他の人、海山のほうはどうも社協の方にも、刈ってお

られるということもありますが、そういう点で是非一言中身的には、これからのことも含め

て課長にご答弁願いたいと思います。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

議員おっしゃるように確かに生えているところもございます。その利用度も今、子どもさ

んのいない地区もございます。その公園はありますけどもね。そういった子どもたちが遊ぶ

ような、また学校等にも遊具がございますんで、そこらで遊ぶとかそういった諸事情がござ

いまして、全体論では言えない部分がございます。個々の公園に応じてですね、対応してい
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かなければいけないと思っております。その中でも議員おっしゃるように、この間も長島地

区のですね、クリーンクリーンデーがございました。公園等も見渡してまるっきり草が生え

っぱなしのような部分もあって、そういう部分は管理、公園だろうが遊具だろうが、町のと

ころはですね、そういう草刈り等をやっていかなければいけないなと思ったところではござ

います。ただ、今まではですね、地域コミュニティが生きておりまして、結構地域の人が刈

っていただいたということがございます。うちの近くの相賀の児童公園もある近くの方がで

すね、草が生えてくるといつも刈っていただいてやっていただいております。そういう高齢

化してですね、できない部分もございますので、そういったところが特に漏れてしまってい

る部分もあるのではないかと思っておりますが草刈り等、それから遊具についてはですね、

私数年前に全ての公園を点検しろと危険なものは撤去しろ、使用禁止にしろということをで

すね、職員に指示いたしておりますので、今でも随分と撤去したり使用禁止にしていると思

います。そういったこともございますので、まず危険の除去ということを考えていきたいな

と思っております。 

東清剛議長 

中津畑正量君。 

16番 中津畑正量議員 

私も含めてそうですが、近所の人たちがなんか変な滑り台が悪いよっていうようなことが

あったら、直ぐ通報していただければ本当に直ぐできるんでしょうけれど、実際にはこの長

島地区の中でもですね、長島の中でも多くの人が多くの子どもたちがくるのが結構きちっと

できとるんですね。やっぱり校外の人は少ない、自分とこの家族なり子どもを連れて３、４

人で遊んでおるというぐらいで、遊んでないほうが多いような公園なんです。だけどそれが

ある限りやっぱりきちっと遊びに行った時には２人であっても、３人であってもやっぱりき

ちっとしなければいけないということから、私はここにも丸を打って、ここはきちっとやっ

ておるなと見えたような感じでしてきましたけども、そこが悪いとかええとかではなくて、

この管理の仕方そのもの自体をやっぱりきちっと、この公園を大事な公園でもあるので、た

まにいっても実際に僕は破れたのも見ましたけども、直ぐ直していただきましたけども、そ

ういうようにはやっぱり気がついた時には皆さんにどの課でもいいですから、是非届けてい

ただいてこちらが動くということになろうということで、よろしいですか。 

東清剛議長 

尾上町長。 
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尾上壽一町長 

勿論先ほどいったようなチェックも行いつつ、まだ住民の皆様から情報があれば、その危

険度等も調べましてですね、使用禁止にするなり、ただ撤去の点についてはですね、１点だ

け、遊具を更新するとそれも補助金になるとこがございますので、そういったものも踏まえ

てですね、使用禁止にするのか撤去にするのかというようなこともあります。遊具の更新が

ないような場合はただちに撤去という形になろうかと思います。 

東清剛議長 

中津畑正量君。 

16番 中津畑正量議員 

１箇所だけどことは言いませんが、実際には滑り台も随分傷んでいた。使うなというあれ

もありましたけれども、他にもありますから、しかしそれも何て書いてあるかわからないよ

うな状態のところもありました。そやけど課長にいうたら直ぐ動いていただきました。やっ

ぱり全部が全部一人で回るということでは、とてもやないですけど、こんだけ公園があるん

ですから当然遊ぶ人もやっぱりここがおかしいよと思うところがあったら、是非町のほうへ

ものを言っていただければ直すといいますか、きちっとするということで、するのがしない

とは言えませんけども、これをやっぱり担当として、やっぱり行った時には全て見て、悪い

か良いかというようなことも含めて、きちっと対応していくべきだと私は思うんですが、今

の私の言ったのはたくさんあるんですけども、もう本当になんにも使わないもんでやろな、

古いもんで使わないんかな、そういうことも思いながら見てきましたけれども、やっぱり皆

でね、気をつけてそういうとこら辺は、長島だけでも私一人で見て抜けたとこもあるんです

ね、そういうことですから、これを使う人、またその地域の人がやっぱり気がついたら、町

へやっぱりきちっと来ていただくよう、やっぱり皆さんにもそういうことを知らせていただ

きたい、このように思います。 

町長答弁願います。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

勿論危険なものは町にですね、連絡いただければ使用禁止等の対応をさせていただきます

し、先ほども申し上げたように更新が必要な公園なのかどうかというのがあります。ただ更

新が必要でなく危険な遊具があれば、できるだけ早い時期のですね、撤去を考えていきたい、
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そのように思います。 

東清剛議長 

中津畑正量君。 

16番 中津畑正量議員 

それではもうこの問題については、公園についてはこれで留めておきます。これから何か

気がついたら私のほうでも直ぐ町には言うようにはいたします。 

２つ目には透析患者に対する通院費助成の改善について、お願いをしたいと思います。お

願いと言いますか、この透析患者に対するもともとの、ちょっと先に戻って話をいたします

が、平成６年とか９年とかそういう時に、この障がいを持っておられる方はどうしても行か

なくてはならない。これはどうしても我慢して過ごせることではない、このことは町長も一

番よく知っておられると思います。これは2007年９月４日にたまたま紀北町議会議長である

今の町長が議長でありましたが、この時にも尾鷲の病院の腎友会という大瀬さんという方が

おられまして、彼に随分お世話になってこういう請願も入れながら、是非大変なことやなと

いうことで、町長もそういう点ではよくわかっておられると思うんですが、これ今までずっ

とそういうふうにつなげをしてきたと、これからも是非この通院費用の関係については、私

は今特に消費税を上げる、10％に上げる、また物もどんどん上がっている、こういうような

状態でますますこの弱者と言われる人たちは困るだろう、そういう意味でこの通院費の費用

を何とか27年には何とか良くしていただきましたが、この今の政治の中ではいろいろと物が

上がったり、消費税をそのような格好ですることを考えると、やっぱり早め早めにこの対応

をしていくべきだと私は思うのですが、町長の考え方をお聞きいたします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

それではですね、透析患者に対する通院費助成の改善、こういった質問をいただきました。

現在、紀北町にはですね、４月１日現在、約70人ほどの方が人工透析を受けられ、そのほと

んどの方が尾鷲病院に通院されております。また、その通院の方法といたしましては家族な

ど自家用車による通院やバスなどの公共交通機関、ＮＰＯ法人等が実施しています福祉有償

運送などを利用して通院をしているところです。いずれにいたしましても週３回の透析とな

りますと、ご自身はもとよりご家族の方にも相当の身体的負担や経済的な負担があると推測

をいたします。 
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当町での通院費助成につきましては、平成20年度に人工透析療法を受けている方の福祉の

増進を図るために通院補助制度を新設して、自家用車、公共交通機関利用者への補助を開始

したところでございます。そういう中、私は平成21年に町長に就任させていただきまして、

この通院補助につきましてうんという思いがありましたので、平成22年度に移動手段の要件

に福祉有償運送とか福祉タクシーを新たに追加し、補助要件の拡充を図ってまいりました。 

また平成27年度には通院に要する経済的負担を軽減するための補助を増額しております。

今後の通院費助成についてはですね、今後も状況を注視しながら検討を続けてまいりたいと

そのように思います。 

東清剛議長 

中津畑正量君。 

16番 中津畑正量議員 

町長に言うまでもなくですが、透析する人この人はやりだすとだいたい１週間に３回ぐら

い、ひと月にすると13回ぐらいにはなるという話を聞いております。１カ月でお金にすると

いろいろ高い人も悪い人もいろいろあるんですが、通院費を助成してもらっている人はね。

いろんな方がおりますが、だいたい６万円以上が要っているということでございました。ま

た、今、町長も言われました長島では70人ぐらい、これは助成はあるとこの20km 以内でち

ょっとそういう格好で出していただいておりますけれども、これらについてもこれからどん

どんこういうものに経験するとね、例えば16年災で尾鷲へ行けないよというような、この助

成が全然なかった時でもそういうとこで我慢している。今は大台にも行かれる人も１人、２

人おられるようにちょっと聞いておるんですが、高速ができたから随分尾鷲総合には行ける

んではないかと私も思っておりますが、町長ここら辺ではやっぱり大津波や大地震がきた時

には、どこで止まるかもわかりませんけども、ここら辺この患者さんについてはどうしても

気になる１つでございます。町長ここら辺はどういうふうに考えておられますか。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

そのためにですね、我々は命の道として高速道路をですね、整備していただきたいという

ことで行ってまいりましたので、今ですね、高速道路そのものはですね、津波浸水域外に設

置されておりますので、そういった活用ができるのではないかと思います。 

東清剛議長 
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中津畑正量君。 

16番 中津畑正量議員 

私もそう思っております。２つの行路があるんですから下と上にあるんですから、最悪の

場合は船もあるだろうし、そこら辺はある程度安心でもあるんかなと私も思っております。 

この通院助成のいろんなものがどんどん上がる、それで生活をしていかなくてはならない。

どうしても生活を本当に苦しくなってしまう。これはそういう透析患者だけではないですけ

どもね、そやけどこれはどうしても一番には通院助成を入れて、どうしても走ってもらう、

そこら辺はやっぱりいろいろな福祉タクシーもいろいろおられますし、親戚の人もおられる

し、そういうとこら辺ではやっぱり助け合いはしていくとは私は思っておりますが、これか

らもこれらについては通院助成のこの改善というものを、これからどのぐらいの状態で検討

されるのか。消費税、消費税というわけやないんですが、やっぱりあれを１つの出発として

どんどんものが上がってしまう。今でも上がりつつありますが、そういう点では非常に大変

だなという気が私もしておりますが、町長そこら辺を１つ最後に聞かせていただきたいと思

います。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

まずガソリン等につきましてはですね、半額補助を目途にこういった５km、20km 以上と

かですね、いろいろとさせていただいております。議員おっしゃるように全ていろいろなも

のが上がってくれば社会保障の関係のある方もですね、町外いろいろ関わっているもの、そ

ういった全体を見ながらいろいろなことを検討していかなければいけないと思いますので、

先ほども申し上げたように状況等をですね、注視しながら我々としてはやっていきたいなと

思っていることでございますので、そのように思っております。 

それとこの通院助成なんですけども、町の単費でやっております。どことは言いませんが、

この東紀州では紀北町が一番手厚い助成をしておりますので、その辺もご理解いただきたい

なと思います。 

東清剛議長 

中津畑正量君。 

16番 中津畑正量議員 

その点は私も胸を張っていけるなとは思います。ただこれからはやっぱり、例えば収入の
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少ない人、年金そのものも結構削られてくるだろうし、そういう意味では非常に今、国のほ

うでも不安をどんどんどんどん国民の人に出されておられる。それだけでも大変な状態であ

るなかで、そういうことを関心を持っていろいろ問われることもあります。 

透析患者に対する通院についてはですね、今後とも全然考えも、27年でだいたい１回

1,000円やりましたけども、そういう点ではこれからもできるだけそういう格好で、ものが

どんどんものが上がったり、ガソリンも上がったり、そういうことでは身にしみてガソリン

も、私どもも高騰しとる、そういうとこら辺ではもう少しこういう格好で考えてもいいんで

はないかと私は思っておりますが、町長どうですか。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

私先ほど申し上げたように何も考えてないということではないんですね。社会保障全体を

ですね、そういった福祉施策とかそういったもの全体を踏まえながら、どういうバランスで

こういった助成等はですね、他にもたくさんございますので、そういった意味でしっかりと

我々は住民の皆さんのですね、そういったご苦労をですね、なんとかカバーできるような施

策を行っていきたいとそのように思います。 

東清剛議長 

中津畑正量君。 

16番 中津畑正量議員 

それでは、有害鳥獣の対策についてお聞きいたします。梅の木や、梅なんかっていうのは

薬の１つだと言われるようにシカなんかは特によく知っているようですが、ビワの実が黄色

くなれば当然サルは知っているように、サルなんかは来てとっております。野菜や花なんか

も本当に荒らされております。今２年ぐらい前から有害鳥獣の駆除を頑張って、鉄砲やくく

りですか、ああいうものもポンとあがるのが、ちょっとポンとあがるだけで、そういうよう

な良いようにされて今頑張っておられる、本当に狩猟の人たちが本当に目に見える駆除をし

ていただける、囲っただけでは何も減らないということは、私自身も本当に思っとるんです

が、そういう意味ではだんだん若い人も少なくなってきたし、奥では田んぼや畑がどんどん

少なくなってしまっていきよる。こういうような格好でどれぐらいの駆除を今までここ１年、

２年の間に、資料もいただきましたが、されてきたのか。 

また、一番効果があがっているのは囲いだけではもう何も減らないということが、よくわ
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かっているんですが、町長、担当課長でも結構ですがどのように思っておられますか。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

有害鳥獣対策ということでございます。大変難しい課題でございます。捕獲に加えまして

ですね、いろいろ捕獲をやっていますが、大規模柵や鉄器柵等の設置、それから獣のひそみ

場除去として緩衝帯もですね、そのような総合的な対策を講じることが獣害被害の減少につ

ながると考えております。当町の状況をお話をさせていただきます。集落支援員制度を活用

した紀北町農村見守り支援員を平成29年度10月からは１名、平成30年度からはさらに１名を

追加して、２名の体制で地域の見守りや声かけ等が主な活動でありますが、有害鳥獣の捕獲

や追い払い等にも携わってもらっております。 

なお支援員の２名とも狩猟免許保持者でございます。支援員の捕獲の実績につきましては、

平成29年度については支援員１名でシカ46頭、イノシシ31頭、サル１頭となっております。

平成30年度においては２名の支援員の捕獲実績の合計でシカ106頭、イノシシ96頭となって

おります。一方報償費を支給する有害鳥獣の捕獲につきましては、シカ、イノシシ、サルを

合わせた捕獲実績といたしまして、平成29年度が852頭、平成30年度が786頭なっております。

なお支援員の捕獲数と報償費を支給する有害鳥獣の捕獲数を合計いたしますと、平成29年度

が930頭、平成30年度が988頭となっております。支援員制度導入後は支援員の方に普段から

地域の見守りの中で獣害被害の情報を収集するなど、獣害被害が発生している場所付近の有

害鳥獣の行動などをより正確に把握していただいているところでございます。 

そのため被害発生箇所付近にワナやオリを効果的に設置することで、被害を発生させてい

る有害鳥獣の駆除につながっているものと考えています。実査支援員２名の捕獲や駆除の実

績は山中などではなく、集落付近やほ場の田や畑の中での捕獲でありますことから、直接に

農作物の被害の減少に寄与しているものと考えております。最近は地域の住民の皆様からも

好評のお声をいただいております。今後も猟友会と連携し有害鳥獣の全体的な駆除を行いつ

つ、支援員制度を活用した有害鳥獣の駆除を中心とした防除活動の両面からの対策を引き続

き実施し、営農意欲の減退の抑止や農地の保全に貢献していきたい、そのように考えており

ます。 

東清剛議長 

中津畑正量君。 
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16番 中津畑正量議員 

獣害というのはいろいろあるんですが、特にイノシシ、サル、シカというは、どんどん多

くは捕れるようにはなってき、プラスになってきよるんですが、実際には子どもがどんどん

増えるので、どんどん増えてくんかな。食べるものがあるもんで、そうやってして増えるん

かな。そこら辺がとにかく捕らなくては、追っ払わなくてはならないんですが、本当に出ど

こは必ず時期になるとくる、そういう意味では花１つもやられるというような、今までスイ

センなんか丸い球になってありますが、あれも毒やと言われてましたけど、あんなんでも噛

んでします。こういうような格好では本当にこれから、この有害鳥獣の捕獲についてはです

ね、本当に全力をつけてお願いをするしかないんですね。普通の人やったら僕も何もできな

いんです。そういう意味ではこれからこの捕獲をどんどん上げるために、どうしても頑張っ

ていただくしかないということで、その手当の部分についても、サルなんかは１万8,000円

とかありますが、本当にあまり鉄砲の持つ人も少なくはなってきました。 

そやけどもそれも仕方がないんですが、やっぱりこの有害鳥獣の捕獲そのものがですね、

やっぱり私も小まめに追わなければならないんですが、なかなか夜になったら出てくる。そ

ういうような状態もシカなんかイノシシなんかは、特にそういう食べに入る、荒らしにくる、

そういうことになってくるので、私どももそういう意味ではいつでも言ってくださいと、明

るい時やったら鉄砲を持っている人きてくださいというんですか、来てもろても黄色ジャケ

ットみたいなものを着とると、直ぐサルなんかすっと先に逃げてしまうんです。それでもう

１つ特に御浜のほうで言われるんで、私通じてちょっときたんですが、10人ほどきて随分紀

北町に名人がおられるんだというて、担当にもちょっと話をしながら、説明もしてもらった

んですが、もうあちらのほうも同じように大変な状態で、手がつけられんような状態でくる

ので、なんとか皆が頑張っていきたいやというようなこともありました。 

是非この有害鳥獣の対策についてはですね、お互いにまた猟師の人に頼むという、それし

かないのが今の現状ですから、私どももそういう格好で町の人にも是非あったら直ぐ言うて

きたら直ぐ呼ぼうやなというような話もしながらですね、こういうものをどうしてもやって

は駄目だな、どんどんいつでもあっこへいったらあるんやというようなことをさせたんでは

駄目だということで、私どもも頑張っていきたいと思います。 

これはもう誰が町長がどうやとかいうところで、そやけどそういうね、お金は１匹いくら

というのは払えても、なかなか急にボンと増えるわけじゃないとは私も思っております。 

最後になりますけれど、この１番、２番、３番を通じまして、特に聞いておきたいのは中
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田の児童公園、これは予算としてもちゃんと持っていただいたので、中田児童その他１事業

ということで、これはどこなのかちょっとお聞きしておきたいと思いますが、それと透析患

者に対する考え方、これからも声を休まず私どももこの方たちの支援をしていくしかないん

だなという思いもあって、執行部のほうも是非そこら辺を透析患者に対する透析をしてきた

時には、１日寝てしまう、それぐらい疲れるような状態も私どもよく聞かされておりますが、

そういう点ではこういう人たちにはどうしても目をもって対応していかなくてはならないな、

このように思っております。 

どうぞその１つだけちょっとお聞きしておきたいと思います。中田の児童公園のもう１つ

の、もう１つって書いてあるね、これね。その他１つというのはどこかわからんけど、つく

るということでよろしいでね、どうぞ。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

それぞれの課で令和元年の予算を持っておりますので、今年度の事業についてお話をさせ

ていただきたいと思います。 

東清剛議長 

宮原建設課長。 

宮原俊也建設課長 

建設課の公園のですね、修繕の事業でございますが、中田の児童公園の滑り台その他でご

ざいます。これはですね、銚子川の国道の42号の銚子橋の下に、県から河川敷を借り受けて

公園として町が管理をさせていただいているところがあるんですけども、そこをですね、少

し樹木を減らして、その敷地を平らにしてというようなことで、使いやすくさせていただこ

うという工事でございます。以上でございます。 

東清剛議長 

中津畑正量君。 

16番 中津畑正量議員 

私の質問はこれで終わらせていただきます。本当にこれからも困っている人には手をさし

のべていく町政に、是非邁進していただきますようお願いをいたしまして、これで終わらせ

ていただきます。 

東清剛議長 
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これで、中津畑正量君の質問を終わります。 

 

 

東清剛議長 

 ここで、暫時休憩いたします。１時まで休憩いたします。 

                             （午前  11 時  57 分） 

 

 

東清剛議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                             （午後 １時  00 分） 

 

 

東清剛議長 

次に、６番 原隆伸君の発言を許します。 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

６番、原隆伸。皆さんこんにちは。通告に従い議長の許可を得ましたので、令和元年６月

定例議会の一般質問をさせていただきます。 

私の一般質問の内容は紀北町の政策の整合性と実効性についてであります。私の質問は紀

北町の第２次総合計画の前期基本計画の中間年にあたり、ＰＤＣＡによる検証を行っている

と思うが、基本構想及び基本計画について整合性は保たれているか、その実効性が担保され

ているのかについて、町長の所信をお伺いいたします。 

５点について質問させていただきます。 

「安全・安心」のまちプロジェクトについて、予防防災の考え方について、「自然と共生

の町」宣言に対する条例の整合性と実効性について、ふるさと納税と産業振興策について、

交通弱者高齢者に対する交通網の整備について、まず「安全・安心」のまちプロジェクトと

予防防災の考え方について、まずご質問いたしまして、あとは１と２は場合によって分けて

質問したいと思います。 

では町長の答弁をよろしくお願いいたします。 
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（「質問がないです」と呼ぶ者あり） 

６番 原隆伸議員 

紀北町の第２次総合計画の前期基本計画の中間点にあたり、ＰＤＣＡによる検証をお答え

なっていると思うが、基本構想及び基本計画についてですね、整合性が保たれているか、そ

の実効性はどうなのかと。 

それから「安全・安心」まちプロジェクトとしまして、災害死者をなくす努力として防災

体制が急務であるが、防災体制の確立に向けての政策の整合性と実効性について、予防防災

の考え方について、台風などの風水害に対する備えと対策について、地震・津波への備えと

二次避難所に対する考え方について、復旧・復興への考え方について、トータルでご答弁い

ただければ幸いと存じます。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

それでは、原議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

防災体制の確立に向けての政策の整合性と実効性について、何点かご質問いただきました

ので分けてご説明をさせていただきます。 

第２次総合計画・前期基本計画は４つの重点プロジェクトの１つ、「安全・安心」のまち

プロジェクトでございます。東日本大震災や平成16年台風21号による豪雨災害での教訓を踏

まえまして、南海トラフ地震による地震・津波、豪雨などの対策のために、安全・安心をテ

ーマに安心して暮らせるまちづくりを重点的に取り組んでいるところでございます。 

それから、台風の風水害に対する備えとしての予防防災という考えでございますが、ここ

につきましてはですね、近年全国的に豪雨災害が多発しております。紀北町におきましては、

平成16年台風21号による豪雨被害もあったところで、昨年は風による被害等もございました。

この台風等の風水害に備えた対応といたしましては、水害や土砂災害を未然に防止するため

に関係機関と連携のもとに、河川改修や河口閉塞防止、土砂災害防止に努めているところで

ございます。 

特に各地区の排水対策といたしましては、排水機場の整備等を行っておりますし、大雨の

際につきましては、担当職員によるポンプの稼働等を行っております。また、台風等の暴風

雨が予想される際には台風接近に伴う庁舎内の事前チェックリストにより災害に備えた対応

を準備しておるところでございますし、消防団員、消防署とも連携をとっております。 
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住民の皆様方にはですね、洪水やハザードマップや防災マップの全戸配布を行いながら、

日頃から危険個所のチェックや近くの避難所の確認など防災意識の向上に役立てていただい

ておりますし、昨年度は紀北防災アプリを配信いたしまして、デジタル無線の整備等にも今

年度取り組んでいるところでございます。 

それから、地震・津波等の備えにつきましては、これは自助・共助・公助が重要でござい

まして、中でも自助・共助の部分で町民の皆さんの団結、協力が非常に大事なものとなって

おります。町としてはそういった啓発とそれぞれのハード整備に努めているところでござい

ます。 

復旧・復興につきましては、大規模災害が発生した場合、町は大規模災害からの復旧に関

する法律に基づきまして、復旧・復興体制を確立するとともに、被災者の生活再建を基本に

復旧・復興の基本方針を策定いたしまして、迅速な復旧・復興を推進してなければならない、

そのように考えております。 

以上です。 

東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

ここでちょっとＰＤＣＡについての「安全・安心」のまちプロジェクトの目標指標という

ものについて、今現在の評価というのはもうできているのかどうか確認できればと思います、

まず１点。 

それから、平成最後の年で令和元年でございますんで、この議会をもってですね、紀北町

が変わった、これから良くなっていくであろうと希望を持てるような答弁をしていただきま

すようよろしくお願いいたします。 

紀北町の地震対策はということでですね、今どうなっているのか、具体的なところがあれ

ばお教え願いたいと思います。 

それから、避難場所への避難体制はできているのかと、十分できているという答えになっ

て欲しいのですけども、そうであるかどうかお答えいただければ幸いです。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

まずＰＤＣＡのＣの部分ですが、今年度はですね、第２次総合計画・前期基本計画の中間
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年にあたります。ですから今年度に外部委員も含めた検証委員会をですね、設置しましてそ

こでチェックをかけてですね、後の残りの前期基本計画に向けて、その基本目標に向けてで

すね、頑張っていこうとしているところでございます。また、それぞれの施策につきまして

は、担当のほうから簡単にご説明してください。 

東清剛議長 

岩見危機管理課長。 

岩見建志危機管理課長 

「安全・安心」のまちプロジェクトのほうでお答えさせていただきます。目標指数としま

して、防災訓練の参加率ですとか、非常用備蓄品の整備ですとか、消防団の自主防災組織の

合同訓練の回数といったところで目標を立ててございます。平成30年度の目標に対しまして

は、目標値25％に対して防災訓練の参加率についてでございますが、目標値25％に対して

23％、非常用備蓄品、人口25％に対しても目標値なんですけれども、これは目標に2.5日分

に対して2.8日分の備蓄品の整備をいたしております。 

また消防団と自主防災組織の合同訓練回数につきましては、年に５回の合同訓練目標に対

しまして３回の合同訓練を行っているというふうな結果でございます。 

以上でございます。 

東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

木造住宅耐震診断係数も目標指数の中に入っていたと思うんですけども、これがちょっと

抜けていたような気がします。それとあと紀北町の地震対策はどうなっているのかというこ

とと、避難場所への避難体制はできているのかということを重ねて質問いたします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

住宅耐震についてはですね、担当課のほうからお話させていただきますが、公共施設の耐

震化については学校も含め完了しております。 

東清剛議長 

岩見危機管理課長。 

岩見建志危機管理課長 
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すいません、答弁漏れがございました。木造住宅耐震診断済み件数に関しましては、目標

値888軒に対しまして、平成30年度ですね、853軒というふうな結果でございました。以上で

ございます。 

東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

じゃあ紀北町の地震対策はどうなっているのかということはですね、高潮対策と地震対策

への懸念、今、三浦・矢口海岸については高潮対策ということで、いろんな高潮対策以上の

ことは出願できないような状態になっています。もし想定外の問題が発生した時にどういう

ように対応するのかと、もっと深く考える必要があるんじゃないかなという感じがします。 

それから、避難場所への避難体制はできているのかという回答としてはですね、この質問

としてもうちょっと詳しく言いますと、避難路の避難場所の整備が完全にできているのかと、

不備な避難所があるんじゃないかということで、ちょっとご回答願います。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

三浦・矢口はですね、高潮対策事業ということでさせていただいております。そういう中

でこの施業費が膨らんだのはですね、23年に大地震と大津波がまいりました東日本大震災が

ですね、それをもって県のご配慮もあって、東南海レベルまで対応できる強度、高さに変え

ておりますんで、事業としては高潮対策のままでございまして、もともとそのハード事業に

ついてはですね、千年万年単位のものに対してハード事業で対応できるような予算もござい

ませんし、そういう考え方で防災について三浦・矢口については行っているところでござい

ます。 

それと避難場所については完全というよりも、ほぼないと思います。それぞれの状況にあ

わせてそれぞれの避難場所を使っていただいて、どのように逃げていくかという普段からの

訓練が大事だと思っておりまして、ここら辺の山を見ていただければわかりますように、避

難路を付けてもですね、イワクサリのようなものがボロボロ落ちてくるような状態でござい

ます。ですから地震がありますと必ずどこかで崩れたりもします、だから多様な避難場所、

避難手段をですね、住民の皆さんは日頃から知っていただいて、その安全である残っている

津波避難場所へ逃げていただくしかないのではないかと考えております。 
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東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

地震についてはですね、千年万年と言ってましたですけども30年以内に起こる、特に80％

ということからみてですね、20年以内にくるんじゃないかと想定するのが当然だと思うんで

すけども、そこら辺ちょっとおかしいんじゃないかと思います。それから避難場所ですね、

避難場所はなかなか予算の関係もあって難しいかと思います。 

しかしながら、高潮対策はしてあっても、津波対策はしてないんですから、当然避難とい

うところに重点を置かなければ「安心・安全」のまちプロジェクトというのは、当然実効性

はないと考えるべきやと思うんですね。それであるところを見ていきますとですね、例えば

避難路の上に切った木が倒れている。地震が起こればその木が崩落してきて避難路を塞ぐ、

そういうところがあるわけですよね、現実的に。 

それでいろいろ私も指摘しているけど、何ら対策が講じられていない。これは区としてと

か個人の持ち物だということもあるでしょうけども、安全・安心ということをうたいあげて

いるんですから、それぞれを実効するためにはどうしなければならないということは当然だ

と思うんですよね。 

それでまた個別のところを出しますけれども、三船中学校については大雨が降ればですね、

山からの水が溢れてきて通行の妨げになるというようなことを言われています。それで現実

的にそういうことが起こりました。また、天井の換気扇もガタがきてましてですね、ガタガ

タ音がしてこんなとこに避難を１週間もしておったらノイローゼになるんじゃないかなとい

うような状態のとこもあります。 

雨漏りについては今年の８月ぐらいに何か改善するようなことを言われているもんですか

ら、早急にやる必要があるんじゃないか、そのように考えます。また、町長にお聞きしまし

たところ、体育館が危なくなった時には本校舎に移動するんやということを言われましたで

すけども、その本校舎もですね、雨漏りしているというようなことがありますので、これは

もう優先順位からいうたら最優先の事柄やと思うんです。ここらが完全にできていない。で

あるならば「安全・安心」のまちプロジェクトというのをですね、この言葉に対する整合性

と要するに安全・安心を守るという実効性に欠ける、そのように思うんですがいかがなもん

でしょう。 

東清剛議長 
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尾上町長。 

尾上壽一町長 

できることからやるということでございます。人の命を守るために何をやるか、大規模災

害においてですね、生きるその生活する術をどうやって手段をいろいろと確保するかという

ことが大事でございますが、雨漏りとかですね、そういったこともございますけれど、まず

大規模災害、今、地震・津波を言われたんでね、大規模災害のことを言わさせていただきま

すけど、それに対してですね、本当にノイローゼ、１週間、確かにいろいろな問題も出てき

ます。そういうものは対応していかなければいけないし、それは行政ばっかりの力ではなし

にですね、自主防災会、自治会、そういった自助・共助・公助が全てが努力してですね、助

けられる命は助けていこう、助かった命をつないでいこう、そうしていくことが大事なこと

だと考えております。 

東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

当然予算とかその他いろいろ問題があるでしょうけど、だけどこれは津波が起こらないと

いう、目先には起こらないという安心感に基づいた論理であってですね、例えば20年以内に

起こりますよということは、20年後でないと起こらんじゃないんですよね。明日起こるかも

わからんのですよね。だからそこら辺を見据えた考え方をしないといかんのじゃないんです

か。 

次に２番目の予防防災の考え方について、これと問題点の本質は変わらないものですから

次へ進みますけども、台風などの風水害に対する備えと対策について、堆積土砂による流路

閉塞や洗掘場所の整備対策、これは今までも私いろいろと言ってきたんですけども、これに

ついて町長どのようにお考えですか。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

これらに対しては先ほど答えたとおりでございます。 

東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 
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私は今までいろいろ言ってきた、いろいろっておかしいですが、今まで言ってきたこの対

策についてはですね、堆積土砂による流露閉塞に対して河川中央部の水路確保と堤防への土

砂による腹づけ、このことと洗掘場所の整地、これ要望書を見ていますとあっちこっちでで

すね、川の洗掘が進んでいるというようなことがあります。これ大きな大水とか台風災害が

起こった場合にはですね、その洗掘箇所が被害の原因となる可能性もありますんで、その辺

も整地を急ぐべきではないんかなと思うんですけども、そこら辺についてどのようにお考え

でしょうか。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

三重県においてですね、そういったことも考えて勿論護岸堤防のですね、安全性を考えた

上での砂利採取等をやっていただいているところでございますので、そういったものは流量

計算も含めてですね、そういったことで支障がでないような三重県において工事を進めてい

ただいております。 

東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

私は今、県のほうにもですね、予防防災の考え方について強調しています。被害が起こら

ないと予算が付けられない、そのことによって工事は遅れるんだけど、そこに費やす費用と

効果と考えた時にですね、そういうとこを前もって特に堆積土砂による流路閉塞の場合はで

すね、その流路を流れる水路を確保することによって、それでまたその取った土砂を堤防へ

の腹づけすることによってですね、堤防の強化と水路を作成することによって水の流れを助

長すると、そういうことをやっていくことによって予算の削減ということが図れるんじゃな

いかと、そのように私は考えております。これについては今後も県のほうにも働きかけを進

めるということで、町長にもより一層ですね、この考えを進めていただきたいとそのように

考えております。 

それで地震・津波への備えと二次避難所に対する考え方についてというのはですね、先ほ

どもいったように要するに紀北町は避難ビル、避難タワー及び避難所の自主的な避難所対策

と避難路の作成とかいうのもありますけれども、町としてはですね、堤防に対してはこれは

無理もない話ではあるんですけども、高潮対策によっているということですんで、津波がく
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ればですね、当然避難しなければならない。そうすると単なる避難で１日ですめばええです

が、特に最近南海トラフの半割というようなことも言われています。こうなると１週間避難

しなければいけないというようなことも言われています。こういう時にどうするのかという

二次避難所の考え方ですね、それは今から十分に対策を立てていく必要があるんじゃないか。 

それで対策を立てんといつまでもしてるとですね、下手すると今、太陽光のパネルがです

ね、あっちこっちにつくってますんで避難所に想定したようなところが、いつの間にか太陽

光パネルになっていたりしてですね、避難路の確保をできない可能性があります。そこら辺

も十分今のうちから考えていく必要があるんじゃないか。 

それから、被災地における構想ですね、被災した後でいろいろ考えないかんことが起こる

んですけども、被災する前にですね、要するに新しいまちづくり、要するに危ない危険箇所

じゃないところに新しい何か、それが工場でもなんでもいいんです、何かあった時にそこを

核として動けるような、そういう施設も構想として今後考えていったらいいんじゃないかと

いうことで思っているんですが、町長いかがお考えでしょう。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

論点がちょっと明確じゃないような気がするんで、もしズレていたらね、答弁が、またご

指摘ください。まず避難場所の問題いろいろおっしゃっているんですけども、小分けにして

ものごとって考えないといけないと思います。例えば太陽光パネルの話があったですけど、

それはそこに仮設住宅をつくるのかとか、そういう問題もいっぱいあるんで、そこを細かく

言っていただければ細かく答弁もさせていただきますけど、そういったものでうち25箇所だ

ったかな、二次避難場所25箇所の中でそこでやります。それで広域災害においてはとても25

箇所では無理ですよ。そして支所とか本庁が危ない時になったら、海山のリサイクルセンタ

ーとか始神テラスとか、そういう国との協働で作業できるようなところも確保しております

よというようなお話なんで、個別に小さく言っていただければいいんですが、全体的にはで

すね、我々はそういったものに対応できるように今のところやっているところでございまし

て、二次避難場所についてもどういう理由の時の二次避難場所か、そこから一歩先に進んで

仮設のことであれば、今の長ともですね、そこの長という災害時においては埋立て仮設住宅

ができるとか、いろいろ個々の決まり法律がございますんで、それらに対応しながら県国の

お力をいただいて、この大規模災害においては進んでいかなければ、後の復旧・復興の話に
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もつながりますけども、そういった対応は小さな町では、ほとんど全壊やられるような、こ

の地域では１つの町では考えられない。だから、そういった広域的な対応が必要であります

よというのが、今の考えです。 

東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

個別に言いたいところなんですが、時間の都合もございますので、個別は今回は遠慮いた

しますけれども、町長として十分わかっているんだと、当たり前のことを言うなという気持

ちであるという思いで、この件は打ち切らさせてもらいます。 

３番として、「自然と共生の町」宣言に対する条例の整合性と実効性について、既設の残

土埋立地の危険防止対策はどうするのか。どうなっているのかということですね。土砂崩落

による水路閉塞の懸念もございます。ここらはどうなのかと。土砂崩落による水質汚濁や災

害対応に対する考え方について、どう考えているのか。もし万が一こういう問題が起こった

ら、行政としてはどう取り組むのか、そこら辺を、前にも聞いたことあると思うんですけど

も、重ねてお聞きいたします。よろしくお願いします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

既設の埋立地等につきましては、土壌成分や崩壊の危険性などに関する不安の声はいまだ

にございます。運び込まれる土壌成分の把握に努めながら、定期的な現地調査などを実施し

ているとともに、台風や豪雨時など異常があった場合には、事業所に改善を指導していると

ころでございます。 

また、７月１日施行の「紀北町生活環境の保全に関する条例」では、事業者責任として生

活環境に支障となる事業活動に関する責任を求める規定とともに、指導や勧告、立入調査や

資料等の報告を求めることができるというような規定もございます。これらは「公害を発生

させた」であるとか、「崩壊し災害を招いた」など事案があった場合には、適用が可能なと

ころでございます。 

また、本条例だけではなしに関係法令などを適用する案件ではないか、行政指導できる手

立てがないか等、取り得る手段を選択しながら、水質汚濁や災害対応などについて、行政機

関として、相応の対応をしていきたいと考えております。 
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東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

インフラや住民生活に被害を与えないというように、十分考えているというふうに理解し

まして、ここは終わらせてもらいます。 

次に、ふるさと納税と産業振興策について、何分にも物事をやろうとすれば財源が必要で

ございますんで、その財源の確保というのはですね、ふるさと納税が一番手っとり早いとい

うとおかしいですが、工夫の仕方によっていろいろな成長が伸びれるという面も含めてです

ね、このふるさと納税のお金を産業振興策に使うことによって、要するにここにふるさと納

税とふるさと応援基金のサイクルということによって、商品開発やブランド化というものを

進めてはどうかということで、これも今まで何回も言ってきてますんですが、ここら辺につ

いて、なんかいい取り組みを考えているのがありましたらお聞かせください。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

ふるさと納税おっしゃるとおりでございまして、そのお金をですね、利用させていただい

て、いろいろなことに取り組みさせていただいております。また、このふるさと納税とかで

すね、みえ森と緑の県民税、三重県の税、それから、今度いただく森林環境譲与税、それか

ら地方創生のお金、こういったものはですね、今まで町の財政規模、町の単費とか、そうい

ったもので取り組みにくい事業が、取り組めることになった、このことが一番大きいことだ

と思います。 

そして、そのために職員も事業者の方も知恵を絞りながらやっていますし、それが今、議

員がおっしゃったようにサイクルというか、それをまた良いところにお金を入れることによ

って、それを好循環していくことが、このふるさと納税や他の今までにない国からの予算等

も含めて、大事なことだと思っております。 

東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

ふるさと納税の拡充策と基金の活用というところでですね、今まで何回も言っておったん

ですけども、業者の資金的なゆとりが生まれることによってですね、商品開発に取り組むゆ



 203

とりというのが生まれてくると思うんです。ここらの取り組みをですね、今まで何回も言っ

ていたんですが、こういう規則になっているから駄目やとかですね、そういうことでなかな

か実行されなかったんですけれども、今、地域ブランドとかいろいろですね、ブランド化へ

の取り組みなんか、あっちこっちでやられていると思うんですけども、そういう取り組みに

向けての取り組みをやろうとしているのか、そこら辺をちょっとお聞きします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

そういったブランド化につきましては、地方創生推進交付金これを活用しましてですね、

ここのところずっと毎年予算させていただいております。「紀北もん」というブランド化を

推進しておりまして、それをしっかりとやりながらブランド化することによって、商品価値

を高め、それがまたふるさと寄附につながっていく、それが先ほど申し上げたように好循環

になればいいなと思っております。 

東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

今、農業は高齢化していると思うんですけども、高齢化した農業者へのですね、いろんな

商品が農産物ですね、これも商品ですんで、この商品の返礼品として充実させていくにはで

すね、この高齢者への支援というんですか、支援というたらおかしいんですが、なんかいい

生活の拡充策としてですね、なんかやっていたらいいと思うんですが、そこら辺をお考えに

なったことございますか。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

農業としてですね、我々が今リードしていくということは行っておりません。ただそれぞ

れの生産者がですね、例えば三重県内で言いますと、最近ブルーベリー、それからキウイ、

それで紀北町においてはですね、トマト、それから生で食べれるようなカボチャとかですね、

そういう生産者の方がいろいろな知恵を絞り、汗を流しながら行っていただいております。

そういったものに対してですね、我々としてはいろいろな側面から協力していきたい、その

ように思います。 
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東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

私が言っていることに、町長は一応いろいろと答えてくれているんですが、なんか議論が

もう１つかみ合わないような気がします。先日ですね、インターネットを見ていましたら、

アイ＆カンパニーの入江、聞いたような名字ですけども、入江仁之さんがですね、ＰＤＣＡ

サイクル、問題点と致命的欠陥といたしましてですね、政治の実態、事業評価から予算編成、

事業計画と議会承認された後は、計画がうまくいっているかのチェックに止まっていると。

さっきの指標ですね、さっきお答えいただいた目標指標、これが今、ＰＤＣＡのチェックに

なっていると。ここから脱してない。 

だから、ここの中で脈略は前後しますけれども、ＰＤＣＡを回すということはイノベーシ

ョンに足かけをはめることになりかねません。町長はイノベーションご存知ですよね。だか

ら、イノベーションという考え方はですね、私も新機軸とか改革とか、いろいろ解釈してい

たんですけども、先日ウィキペディアを見ましたらですね、ヨーゼフ・シュンペーターとい

う経済学者さんが、初めて定義されたことで、イノベーションとは物事の新結合、新機軸、

新しい切り口、新しい捉え方、新しい活用法を創造する行為のこととか書いてあるんですけ

れども、一般的には新しい技術の発明を指すだけでなく、新しいアイデアから社会的に意義

ある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化をもたらす自発的な人、組織、社会の幅広い

変化を意味する。つまり、それまでのモノ・仕組みなどに対して全く新しい技術や考え方を

取り入れて新たな価値を生み出して社会的に大きな変化を起こすこと。 

これが今までいろんな前者議員が質問していたと思うんですけども、そこからの突破口と

いうのはここにある。だから、ＰＤＣＡ、今のＰＤＣＡやっとるだけじゃ、やはり将来の紀

北町に限界がある。やはり、これから平成から令和に変わってですね、新しい時代となった

んですから、紀北町もですね、新たな発想で要するに住民目線、すなわち住民が安心できる、

希望を持てる、そういうような町に一刻も早くしていただきたい。 

そのために今までの町長の考えにプラスアルファをしてですね、より一層町長の飛躍とと

もに紀北町の飛躍を図っていただきたい。そのように思いますが、町長どのようにお考えで

しょうか、ご答弁願います。 

東清剛議長 

尾上町長。 
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尾上壽一町長 

議員がおっしゃったようにですね、自発的な活動なんですよ。人・地域・産業、こういっ

たものを社会ですね、こういったものをイノベーションという言葉を使われました。簡単に

は技術革新とか新しいものへの取り組みということだと思うんですが、こういったものは行

政としてのＰＤＣＡ、産業者としてのＰＤＣＡ、そういったものを全部それぞれが行ってい

くのが重要なことだと思います。 

ですから、産業におけるＰＤＣＡ、民間はですね、明らかにそのＰＤＣＡでどんどん会社

をいろいろ展開しているわけですよね。だから、そういうものはやっぱり事業者として、ま

ず真っ先に取り組んでいただく。そういう中、事業者との連携の中で紀北町として、そうい

うチェックをかけながら、行政として何をすべきかということをやると思うんで、それぞれ

がぞれぞれの役割があります。でも結局は議員がおっしゃるのは根本ではございますが、そ

ういったふうにそれぞれがそれぞれにチェックしながら、人間、人、個人もそうです。いろ

いろと革新、自分を変えていくということが大事で、そのまま低迷することは駄目だと思い

ますし、町もそうだと思います。産業もそうだと思います。だから、そういうことをどんど

んやっていかなければいけないということは議員と同じ観点だと思います。 

東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

一般的にはＰＤＣＡというのは、会社とか生産工程なんかで、よく使われている用語でご

ざいます。町行政としてですね、やるにはやっぱり最近よく県のほうでもですね、イノベー

ション課というのがございます。やっぱり新たな発想、ちょっと今、紀北町の中で今まで私

ずっと５年間の間、質問してきましたけども、規則はああやどうやこうや言うて、そこに限

界があるわけですよね。物事を成し遂げるためにはそこに限界があれば、その限界をどうや

って乗り越えていくか。そこに工夫することが生まれるわけです。私らのやっとることは結

果が全てなんです。私らそういう意味ではその議論というのは、ある意味では苦手なんです。

だから、結果を出すためにはどうすべきか、それを真剣に考えれば自ずと道は開けるはずな

んです。 

そして、やったとこによってまた結果が生まれるわけです。これが私はサイクル、このＰ

ＤＣＡのサイクルに乗ってこないと、本当に町が良くならないんじゃないかと、そのように

考えております。 
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次に、今の考え方はですね、次の第５番目の交通弱者、高齢者に対する交通網の整備につ

いて、この考え方に先ほどの件をご理解いただかないと、この考え方がご理解いただけない

と思ったもんで、強調したわけでございますけども、今、既存の公共施設三重交通があるか

ら、尾鷲・長島の区間のバス運行はできない、もしくはそこの路線を走らせることはできな

いと、いこかバスとかそういうものをですね、そういうようなお答えでございました。 

では、三重交通を白紙に戻して新たな公共交通をつくる方法はないのか。そういう考え方

をすべき時にきているんじゃないかと。だから、三重交通さんも赤字やから負担してくださ

いというて長いことなっています。しかし、三重交通さんは伊勢にグラウンドを持ち、鈴鹿

には鈴鹿の森を持ち、それでホテルをやっています。そしてあっちこっちでホテルも経営し

てますんで、やっぱりこの三重交通バスだけが主力じゃなくなってきた会社であると。だか

ら、そのある意味ですよある意味、三重交通の考え方としてそこしかなければ必死になって、

利益を出すにはどうするかと考えるところもあるんですけれども、私いろいろなことを今ま

でやってきましたですけども、三重交通の人ともいろいろ話して、いろんなアドバイス、提

言してきたこともございます。 

しかしながら、我が道を行くような状態に感じてなりませんでした。そういう観点から鑑

みて、三重交通を必要なものとして考えるんじゃなくて、白紙においた状態でもっといい方

法はないか、そのように考えるべきと思うんですが、町長のご答弁をお願いします。 

東清剛議長 

尾上町長。 

尾上壽一町長 

私の公共交通に対する考え方はですね、今ある既存の公共交通はできる限り残していきた

い、その考え方でございます。三重交通もですね、相当な赤字を出して運営していただいて

おります。これをですね、全て紀北町が賄うようになれば、とてもじゃないけれど、今の三

重交通に出ささせていただいている補助なんかでは、とても足元にも及ばないようなお金が

かかります。そうすれば紀北町として継続的な公共交通運行はできないと思います。財政力

がない中でですね、三重交通様が本当に２分の１の赤字を出してでも、皆さんがですね、公

共交通としての責任、責務を自覚しているから残そうと、本来なら撤退していくものだと思

います。もしも撤退されたらいろいろなことを考えなければいけないと思いますが、私はこ

ういった既存のＪＲもそうですし、こういう三重交通様でもそうですし、残っていただいて

できるかぎりしていただきたい。今、三重交通様が走っていないところ、例えばいこかバス
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で言いますと、週２回、１日2.5往復、これだけしか走らさせていないんですよね。それで

相当な金額、今、三重交通様の路線に対する補助以上のお金がかかっております。そういう

ことも考えますと、我々としてはこうやって赤字でも公共性を持った交通を残していただい

ているという、ＪＲの皆様とか三交の皆さんに感謝こそすれですね、これを白紙に戻してと

いう考え方は私はございません。 

東清剛議長 

原隆伸君。 

６番 原隆伸議員 

私もあえて白紙にしたいというんじゃないんで、白紙にしなくてもよければいい、だけど、

今この状態で直ぐせえというんじゃないんですよ。考える時にきているということです。想

定なければその時には動けません。だから、要するにできるならということは、そこに至る

までにいろんなお互いが歩み寄って、最もベターな方法を探し出すということが必要である

し、それでそれがなければ、これはやむを得ん、最善の方策をする方法はないのか、それを

模索する必要があるという、そういうことで答弁いりませんので、これで私の令和最初の一

般質問のトリとして、これから紀北町は良くなるだろうと希望を大いに含めて、私の一般質

問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

東清剛議長 

これで、原隆伸君の質問を終わります。 

以上で通告済みの質問はすべて終了しました。 

 

 

東清剛議長 

 お諮りします。 

 ６月20日は、本会議として一般質問の日程となっておりましたが、通告のあった質問は本

日すべて終了したことにより、６月20日は休会といたしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

東清剛議長 

異議なしと認めます。 

したがって６月20日は休会とすることに決定しました。 
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東清剛議長 

本日は、これで散会します。 

 

                             （午後 １時  49分） 
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